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生駒市宅地等開発行為に関する指導要綱 

（昭和６２年１１月生駒市告示第１４４号） 

改正 平成 ３年 ３月生駒市告示第 ２０号 

改正 平成１５年１０月生駒市告示第２２５号 

改正 平成１９年１２月生駒市告示第２４５号 

改正 平成２０年 ４月生駒市告示第 ７５号 

改正 平成３０年 ５月生駒市告示第 ９８号 

改正 令和 ５年 ４月生駒市告示第 ４２号 

改正 令和 ６年１１月生駒市告示第２１９号 

 

（目的） 

第１条 この告示は、本市において行われる一定規模以上の開発行為又は建築行為（以下これらを

「開発事業」という。）について公共、公益施設の整備等一定の基準を定め、開発事業を行う者

（以下「事業者」という。）を指導することにより、市民の生活と環境を守り、良好な都市環境

の形成と秩序あるまちづくりの実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 開発行為 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第４条第１２号

に規定する開発行為をいう。 

(2) 建築行為 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号)第２条第１３号に規定する建築を行う

ことをいう。 

(3) 開発区域 開発事業を行う土地の区域をいう。 

(4) 公共施設 道路、公園、緑地、広場、下水道、河川・水路、消防水利施設及び交通安全施設

をいう。 

(5) 公益施設 学校教育施設、社会教育施設、環境衛生施設、福祉施設その他公益上必要な施設

をいう。 

(6) 集合住宅 複数の住戸等が集合して1棟を構成する建築物をいう。 

（適用範囲） 

第３条 この告示は、本市の区域内において行われる開発事業で次に掲げるものに適用する。 

(1) ０．０５ヘクタール以上の開発行為 
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(2) 地階を除く階数が４以上の建築物及び地階を除く階数が３以下で計画戸数が３０戸以上の集

合住宅（以下これらを「中高層建築物等」という。）を目的とする建築行為 

(3) 市長が特に必要と認める開発事業 

（事前協議の申出等） 

第４条 前条の規定により、この告示が適用されることとなる事業者は、関係法令による手続を行

う前に予備協議申請書（様式第１号）により市長に協議しなければならない。 

２ 事業者は、前項に規定する予備協議を完了した後、事前協議書（様式第２号）に市長が必要と

認める書類を添えて市長に提出しなければならない。 

３ 前項に規定する事前協議は、法第３２条の規定による公共施設の管理者との協議を兼ねること

ができる。 

（事業者の責務等） 

第４条の２ 事業者は、当該開発事業を計画するに当たり市長と協議のうえ本市のまちづくりに適

合するように努めなければならない。 

２ 事業者は、開発事業を行う前に、当該開発事業に係る計画内容をはじめ、工事施工内容、地域

安全対策等、広範囲に関係すると思われる事項について地元自治会と協議を行い、必要な事項に

ついて協定を締結する等合意の形成を図るものとする。 

３ 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し前項の協議の内容について報告を求めるこ

とができる。 

（公共、公益施設の施行等） 

第５条 事業者は、自己の開発区域内において、必要となる公共施設について、市長に協議のうえ

施行又は設置しなければならない。 

２ 事業者は、自己の開発区域内に、別表第１に定める公益施設設置基準により必要な施設等につ

いて計画し、市長に協議のうえ施行又は設置しなければならない。 

（公共、公益施設の整備協力金） 

第６条 事業者は、前条の市長との協議において、単独で施行又は設置を要しないと決定した公益

施設のうち、保育所、幼稚園、小学校、中学校（いずれも私立を除く。）その他の公共、公益施

設の新設、整備、拡充に要する費用として公共公益施設整備協力金を、公共下水道施設の整備に

要する費用として公共下水道施設特別整備協力金を別表第２に定めるところにより納付するもの

とする。 

２ 準工業地域内で工場を建設する事業者は、当該地域の公共施設整備に要する費用として、準工

業地域公共施設整備協力金を別表第２に定めるところにより納付するものとする。 

３ 前２項の公共公益施設整備協力金等について、市長が公共公益上特に必要と認めるもの又は特
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別の理由があると認める場合は、その一部又は全部について納付を求めないことがある。 

（関連公共、公益施設の整備負担） 

第７条 前２条に定めるもののほか、事業者は、当該開発事業の規模に応じ、開発区域内及び開発

区域外において関連する公共、公益施設のうち、市長が特に必要と認めるものについては、これ

ら施設の施行又は設置に要する事業費を負担するものとする。 

（公共、公益施設の検査等） 

第８条 事業者は、第５条の規定により、公共、公益施設を施行又は設置した場合は、市長の検査

を受けなければならない。ただし、市長は、必要に応じて随時立入検査をすることができる。 

２ 事業者は、前項の規定による検査の結果、不備の箇所があった場合は、自己の負担において整

備しなければならない。 

（公共、公益施設の譲渡） 

第９条 事業者が施行又は設置した公共、公益施設は、この告示に定めるもののほか市長に協議の

うえ、市に有償若しくは無償で譲渡するものとする。 

２ 事業者は、別表第1に定める公益施設のうち保育所、幼稚園、小学校、中学校、消防分署、清掃

施設等の用地を原則として市に無償で譲渡するものとする。 

３ 第１５条により、事業者が設置した配水施設は奈良県広域水道企業団に無償で譲渡するものと

する。 

４ 第１６条により事業者が施行する公園、緑地又は広場（以下「公園等」という。）について、

市長と協議のうえ施設の設置を行い、市に無償で譲渡するものとする。 

５ 第２０条の３の規定により事業者が確保する集会所用地は、原則として市に無償で譲渡するも

のとする。 

６ 事業者は、自ら施行又は設置した公共、公益施設用地については、開発事業完了後、速やかに

当該公共、公益施設を管理すべき者に所有権の移転に関する手続を行うものとする。 

（公共、公益施設の維持管理） 

第１０条 事業者は、自ら施行又は設置した公共、公益施設の維持管理に必要な関係書類を開発事

業完了時に市長に提出し、その経費の負担額、期間、方法等を市長と協議するものとする。 

（道路関係） 

第１１条 事業者は、開発区域内にある市道の取扱いについては造成工事着手前に所定の手続を完

了するものとする。 

２ 事業者は、開発区域内及び区域外との連絡道路を新設し、若しくは改良する場合は市長と協議

のうえ、別に定める「生駒市宅地等開発行為に関する道路築造技術基準」により施行するものと

する。 
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（用排水関係） 

第１２条 事業者は、開発事業による湛水の疎通及び開発区域内の用排水に必要な施設を設置し、

又は改修しなければならない。 

２ 事業者は、開発区域外の用排水に必要な施設を設置又は改修を必要とする場合は、原則とし

て、上流を含め排水可能な地点まで行うものとする。 

３ 事業者は、既設水路が私有水路である場合は、管理者の同意を得て、自らの費用において、そ

の機能を確保しなければならない。 

４ 事業者は、用排水施設の設置又は改修に当たっては、水利関係団体、河川・水路の管理者等の

同意を得て、市長に協議のうえ、施行するものとする。 

５ 事業者は、市長が第１項及び第２項の用排水の施設を事業者において単独で施行することを要

しないと決定した場合は、市長に協議のうえ、他の事業者と共同で施行し、又は施行に要する費

用を負担するものとする。 

６ 事業者は、原則として前５項の規定による施設の整備が完了するまで造成工事に着手してはな

らない。 

（防災調整池等） 

第１２条の２ 事業者は、大和川流域において、０．１ヘクタール以上の開発行為を行う場合は、

大和川流域総合治水対策として、大和川流域における総合治水の推進に関する条例により、奈良

県知事と協議の上、防災調整池その他の雨水流出抑制施設（以下「防災調整池等」という。）を設

置しなければならない。 

２ 事業者は、大和川流域以外の流域において１ヘクタール以上の開発行為を行う場合は、防災調

整池等について、奈良県知事と協議しなければならない。 

３ 事業者は、防災調整池等の帰属、維持管理等について、市長と協議しなければならない。 

（環境衛生関係） 

第１３条 事業者は、開発区域内における汚水の処理については、次の各号の１によるものとす

る。 

(1) し尿浄化槽方式（計画戸数が２１戸以上の場合にあっては、原則として終末処理施設による

もの） 

(2) 公共下水道方式（下水道法（昭和３３年法律第７９号）の規定による終末処理によるもの） 

２ し尿浄化槽方式により処理する場合は、監督官公庁の定める形式基準によるものとし、処理水

の放流については、放流先の水利関係団体等と協議するとともに、市長の指示に従うものとす

る。 

３ 宅地内の排水設備は、事業者において施行するものとし、その管理は、事業者又は使用者にお
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いて行うものとする。 

４ 事業者は、市長と協議の上、開発区域内の排水施設を別に定める「生駒市排水施設基準」によ

り施行するものとする。 

（じんかい処理） 

第１４条 事業者は、開発区域内におけるじんかい処理について、その方法、位置等については、

別途市長に協議するものとする。 

（給配水施設関係） 

第１５条 事業者は、開発事業に係る計画を策定する場合、事前に給配水に関する基本的事項につ

いて、水道事業管理者（以下「管理者」という。）に協議しなければならない。 

（公園、緑地関係） 

第１６条 事業者は、０．３ヘクタール以上の開発行為を行う場合は、開発面積の３パーセントの

面積又は開発区域内の計画人口に３平方メートルを乗じて得た面積（その面積が開発面積の６パ

ーセントを超えるときは、開発面積の６パーセントの面積）のいずれか大きい方の面積（その面

積が１８０平方メートル未満のときは、１８０平方メートル）以上の公園等（住宅を目的とする

開発行為にあっては、公園）を別に定める基準により設置するものとする。 

２ 前項の開発区域内の計画人口は、計画戸数１戸につき３．５人として算出するものとする。 

（緑化関係） 

第１６条の２ 事業者は、１区画の敷地面積が１，０００平方メートル以上の開発行為（風致地区

内及び国定公園区域内におけるものを除く。）を行う場合は、市長と協議し、別に定める基準に

より敷地内の緑化を行うものとする。 

（ため池施設関係） 

第１７条 事業者は、開発区域内にため池が所在する場合は、市長及び当該ため池に係る権利者と

協議しなければならない。この場合において、事業計画上、ため池の埋立てを必要とする場合

は、事前に当該ため池に係る権利者の同意を得なければならない。 

（消防水利関係） 

第１８条 事業者は、開発事業に係る計画を策定する場合、事前に消防長と協議し、別に定める生

駒市宅地開発等に対する消防水利の設置に関する指導要綱（昭和６２年１１月生駒市消防本部告

示第１号）により必要な消火栓、貯水槽等の消防水利施設を設置しなければならない。 

（公害関係） 

第１９条 事業者は、開発事業により公害発生のおそれがある場合は、市長に協議するとともに、

公害防止対策等必要な措置を講じなければならない。 

２ 事業者は、開発事業により近隣の周辺住民等から苦情等の申出があった場合は、速やかに万全
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の対策を講じるとともに、誠意をもって自主的に解決しなければならない。 

（交通、防犯関係等） 

第２０条 事業者は、開発区域の内外における、バス運行路線の新設、バスストップの設置、運行

回数の増加等について、関係機関及び市長と協議し、入居者の通勤、通学等交通の利便を図るも

のとする。 

２ 事業者は、開発規模等に応じて、交通安全施設及び防犯施設を設置し、その施設の規模、設置

場所、方法等について、市長に協議するものとする。 

３ 事業者は、工事を施行する場合において、一般交通に障害及び迷惑を及ぼさないよう安全対策

を講じなければならない。 

（文化財関係） 

第２０条の２ 事業者は、周知の埋蔵文化財包蔵地及びその周辺において開発事業を行う場合は、

事前に教育委員会と協議し、その指示に従わなければならない。 

２ 事業者は、開発事業に係る工事の施工に際し、埋蔵文化財等を発見した場合は、当該工事を中

止するとともに、速やかに教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。 

３ 事業者は、前２項の規定により教育委員会が開発事業に起因する埋蔵文化財の発掘・保全につ

いての指示を行った場合は、その指示又は指導に従い自己の負担において発掘調査を行わなけれ

ばならない。 

（集会施設関係） 

第２０条の３ 事業者は、当該開発事業の規模に応じ、次の表に定める基準の集会所用地を確保し

なければならない。 

計画戸数 敷地面積 箇所数 

８０戸未満 市長と協議 

８０戸以上１００戸以下 ２００平方メートル以上 1箇所 

１０１戸以上２００戸以下 ３００平方メートル以上 1箇所 

２０１戸以上３００戸以下 ４００平方メートル以上 1箇所 

３０１戸以上 市長と協議 

２ 事業者は、集会所用地の形状、立地条件、引継ぎまでの維持管理等について、市長と協議しな

ければならない。 

（損害の補償） 

第２１条 事業者は、開発事業により他に損害を与えたときは、その補償の責を負わなければなら

ない。 

（開発事業の変更） 
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第２２条 事業者は、開発事業の計画を変更しようとする場合は、事前に市長に協議し、その同意

を得なければならない。 

（災害の防止） 

第２３条 事業者は、工事中において災害の発生が予測される場合は、速やかに必要な措置を講じ

なければならない。 

（中高層建築物等） 

第２４条 中高層建築物等を目的とする開発事業にあっては、生駒市中高層建築物並びに集合住宅

に関する指導要綱（昭和６２年１１月生駒市告示第１４５号）の定めるところによる。 

２ 前項の生駒市中高層建築物並びに集合住宅に関する指導要綱に定めのない事項については、こ

の告示の定めるところによる。 

（土地区画整理事業との関係） 

第２５条 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第３条第２項及び第３項に規定する土地

区画整理事業については、市長に協議するものとする。 

（適用範囲の特例） 

第２６条 国又は地方公共団体が行う開発事業及び自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とす

る開発事業については、この告示の一部又は全部を適用しない。ただし、市長が特に必要と認め

るものについてはこの限りではない。 

（その他） 

第２７条 この告示に定めのない事項で、市長が必要と認めるものについては、その都度事業者と

協議のうえ、決定するものとする。 

附 則 

１ この告示は、昭和６３年１月１日から施行する。 

２ 生駒市宅地等開発行為に関する指導要綱（昭和５４年７月生駒市告示第３８号。以下「旧要

綱」という。）は、廃止する。 

３ この告示の施行の日前において、旧要綱の規定により協議中のものについては、なお従前の例

による。 

附 則（平成３年３月告示第２０号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成３年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日前において、改正前の生駒市宅地等開発行為に関する指導要綱の規定によ

り協議中のものについては、なお従前の例による。 
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附 則（平成１５年１０月告示第２２５号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成１５年１１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日前において、改正前の生駒市宅地等開発行為に関する指導要綱の規定によ

り協議中のものについては、なお従前の例による。 

附 則（平成１９年１２月告示第２４５号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２０年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日前において、改正前の生駒市宅地等開発行為に関する指導要綱の規定によ

り協議中のものについては、なお従前の例による。 

附 則（平成２０年４月告示第７５号） 

１ この告示は、平成２０年５月１日から施行する。ただし、第１６条の次に１条を加える改正規

定は、同年７月１日から施行する。 

附 則（平成３０年５月告示第９８号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成３０年１０月１日から施行する。 

附 則（令和５年４月告示第４２号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年１１月告示第２１９号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。 
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別表第１(第５条、第９条関係) 

公益施設設置基準 

開発規模 

保育所 幼稚園 小学校 中学校 
消防署

(分署) 

清掃施設

(し尿・終末

じんかい) 

その他 開発面積

(ha) 

計画戸数

(戸) 

0.05以上 

から 

0.3未満 

2以上 

から 

15未満 
    

消
防
長
に
協
議 

市
長
に
協
議 

郵
便
局
、
警
察
官
派
出
所
、
交
通
機
関
、
駐
車
場
等
に
つ
い
て
は
、
関
係
機
関
と
協
議 

0.3 ～ 1 15 ～ 30     

1 ～ 4 30 ～ 120     

4 ～ 8 120 ～ 240     

8 ～ 12 240 ～ 360 
市長に 

協議 

市長に 

協議   

12 ～ 16 360 ～ 480 
市長に 

協議 

市長に 

協議   

16 ～ 20 480 ～ 600 
市長に 

協議 

市長に 

協議   

20 ～ 40 

600 

から 

1,200 
1箇所 1箇所 

市長に 

協議  

40 ～ 80 

1,200 

から 

2,400 
1～2箇所 1～2箇所 1校 

市長に 

協議 

80 ～ 120 

2,400 

から 

3,600 
2～3箇所 2～3箇所 1～2校 1校 

120以上 3,600以上 

3箇所以上

1,200戸に

つき1箇所 

3箇所以上

1,200戸に

つき1箇所 

2校以上

2,400戸に

つき1校 

1校以上

4,800戸に

つき1校 

※ 公益施設の設置は、計画戸数欄を適用する。 
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別表第２（第６条関係） 

公共、公益施設の整備協力金 

公共公益施設整備協力金 
公 共 下 水 道 施 設  

特 別 整 備 協 力 金  

準工業地域公共施設  

整 備 協 力 金  

 

計画戸数から１５戸を差引い

た戸数に５４万円を乗じて得

た額 

 

公共下水道供用開始区域内にあ

っては、計画戸数に２８万円を

乗じて得た額(業務用施設につ

いては、市長と別に協議のうえ

決定した額を加算した額) 

 

建築延面積に３．３m2当た

り、６，０００円を乗じて得

た額 
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様式第１号（第４条関係） 

 

 

予備協議申請書（開発行為・建築行為） 

 

 

  年  月  日 

 

 

生駒市長           殿 

 

 

住 所 

申請人  氏 名            

ＴＥＬ 

 

 

生駒市宅地等開発行為に関する指導要綱第４条第１項の規定により協議を申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

（添付図書） 

(1)事業計画概要書 (2)位置図 (3)地籍図 (4)現況平面図・断面図  

(5)土地利用計画平面図（配置図） (6)造成計画平面図・断面図 

(7)排水計画平面図 (8)土地調書（申請地・隣接地） 

(9)委任状（代理人が申請する場合） 

（中高層建築物等にあっては） 

(10)各階平面図 (11)立面図（原則として四方から） (12)断面図 
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様式第２号（第４条関係） 

事 前 協 議 書 

  年  月  日 

生駒市長          殿 

住 所 

申請人 氏 名                    

ＴＥＬ 

 

生駒市宅地等開発行為に関する指導要綱第４条第２項の規定により下記のとおり協議いたします。 

記 

 

施 工 地  

設 計 者 

住 所 ･氏 名 

                  TEL 

                              ㊞ 

工事施工者 

住 所 ･氏 名 

                  TEL 

                              ㊞ 

計

画

概

要 

開 発 事 業 名  

宅 地 区 画 数 区画 計 画 戸 数  戸 

開 発 面 積                               ㎡ 

宅 地 面 積                               ㎡ 

公共施設面積 

            

㎡    道 路         ㎡ 

                 公 園         ㎡ 

                 緑 地         ㎡ 

                             ㎡ 

 

地 域 ･ 地 区   

 （添付図書） 

(1)事業計画概要書 (2)位置図 (3)地籍図 (4)現況平面図･断面図 (5)土地利用計画図 

(8)造成計画平面図･断面図 (7)排水計画図 (8)各種丈量図 (9)公共施設構造詳細図 

(10)各課協議書の写し (11)委任状（代理人が申請する場合）(12)その他必要とする書類 
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事 業 計 画 概 要 書 

 

１．申 請 者  住 所 

氏 名 

ＴＥＬ 

 

２．代 理 人  住 所 

氏 名 

Ｔ Ｅ Ｌ 

 

３．事 業 施 行 地  生 駒 市 

 

 

４．開 発 事 業 名 

 

 

５．工 事 施 行 者  住 所 

氏 名 

 

６．法 規 制 

 

 

 

７－(1)開発行為の規模       ７－(2)建 築 物 概 要 

総 面 積       ㎡   用 途 

宅 地 面 積        ㎡  規 模 地上  階・地下  階 

計 画 戸 数        戸  計 画 戸 数        戸 

公共施設面積       ㎡  敷 地 面 積        ㎡ 

道 路       ㎡  建 築 面 積        ㎡ 

公 園       ㎡  延 床 面 積        ㎡ 

緑 地       ㎡  最 高 高 さ        m 

 

８．その他 
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